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令和４年４月高病原性鳥インフルエンザが発生した農場ではネコの出入り

やネズミの生息、農場付近でのカラスの死体が確認されています。そのた

め野生動物の侵入防止対策の再確認をお願いします。

また、今年は５月に入ってからも高病原性鳥インフルエンザの発生が確認

されており、引き続き警戒が必要です。

＊過去３週死亡率と比べて、死亡率が２倍以上になった
＊５羽以上まとまって死亡していた
＊とさか・肉垂等の暗青色化、沈うつ、産卵率の低下 など

消毒等の徹底
農場、鶏舎に出入りする人の着替えや車両等の消毒を徹底しましょう。
敷地内（鶏舎周辺等）に消石灰を散布しましょう。

野生動物の侵入防止
防鳥ネットは２cm以下のものを使用し破れ・拡がりがないか点検しましょう。
殺鼠剤の散布、粘着マットの設置をお願いします。
畜舎周囲にエサ等の野生動物を誘うものを置かないようにしましょう。

本病を疑う症状が見られたら、速やかに家畜保健衛生所へ

鳥インフルエンザの侵入防止のために
農場の防疫対策を再確認してください！！
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